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国立市地域包括支援センター休日・時間外電話相談業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

(１) 件名 

国立市地域包括支援センター休日・時間外電話相談業務 

(２) 業務の目的 

国立市地域包括支援センターの休日・時間外においても相談を受けること

で、高齢者等の安心・安全につなげることを目的とする。 

(３) 業務内容 

別紙仕様書のとおり（令和６年度の件数は２００件程度） 

(４) 委託期間 

令和８年６月１日から令和９年 3 月３１日まで 

 

２ 予算（見積限度額） 

３，５６４，０００円 

 

３ 日程 

令和８年３月 ３日(火)  公表 

令和８年３月１７日(火)  参加申込締切 

令和８年３月１８日(水)  参加資格審査 

令和８年３月２６日(木)  参加資格審査結果通知 

令和８年３月３１日(火)  質問締切 

令和８年４月 ９日(木)  企画提案書提出締切 

令和８年４月１４日(火)  審査（書類・プレゼンテーション） 

令和８年４月２２日(水)  審査結果通知 

令和８年４月２７日(月)～ 契約締結 

令和８年６月 １日(月)～ 事業開始 

 

４ 実施形式 

公募型プロポーザル方式による 

 

５ 参加資格 

(１) 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者とする。 

① 業務を実施するために必要な技能を有する職員（別紙仕様書参照）を

確保することができること。 
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② 介護保険法に基づく指定の取り消し、または期間を定めてその指定の

全部もしくは一部の効力の停止を受けていないこと。 

③ 介護保険法に基づき指定を取り消され、その取消しの日から５年を経

過しない者（法人である場合においては、役員等であった者を含み、法

人でない事業所である場合においては、管理者であった者を含む）でな

いこと。 

④ 参加の申込前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当

な行為をしていないこと。 

⑤ 国立市競争入札参加資格を有していること。 

⑥ 国立市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成 7 年９月国立市

訓令（甲）第３７号）による指名停止を受けていないこと。 

⑦ 地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第

１項の規定に該当しないこと。 

⑧ 競争入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚

偽がないこと。 

(２) 前項の規定にかかわらず、前項第１号から第４号及び第６号から第８号

の事項を満たす者は、次に掲げる事項の書類を提出することで本プロポー

ザルに参加できるものとする。 

ただし、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにて競争入札参加

資格を有している者は、その資格を有していることを証する書面（受付票

等）の提出により参加できるものとする。 

① 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

② 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

③ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書 

④ 印鑑証明書（法人及び個人） 

⑤ 財務諸表（法人及び個人） 

⑥ 法人にあっては、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税の納税証

明書。個人にあっては、所得税、個人事業税、個人住民税、消費税の納

税証明書。 

 

６ 募集方法 

本プロポーザルへの参加者の募集は市ホームページにて行う。また、参加申込

書の配付も市ホームページにて行う。 
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７ 情報公開及び提供 

本プロポーザルの公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすた

め、本プロポーザルに関する情報について、積極的に情報の公開及び提供を行う

よう努める。なお、情報の公開及び提供は、候補者決定等に影響を及ぼさないよ

う、その内容及び時期について十分な配慮のもとに行うものとする。 

 

８ 候補者決定方法 

国立市地域包括支援センター休日・時間外電話相談業務委託プロポーザル審

査委員会（以下、審査委員会という。）にて、事前に提出した企画提案書及びそ

れに基づくプレゼンテーションによる審査を行い、評価が最も高い１者を候補

者とする。 

 

９ 説明図書配布 

本プロポーザルに関する説明図書の配付は、公表及び参加申込書の配付とと

もに、令和８年３月３日(火)から令和８年４月９日(木)まで、市ホームページに

て行う。 

 

10 質疑・回答 

(１) 提出方法 

本プロポーザルに関する質疑は令和８年３月３１日(火)までにメールに

て「16 問合せ・提出先」に提出するものとする。 

(２) 回答方法 

質疑に対する回答は令和８年４月６日(月)までにメール及び市ホームペ

ージにて随時行うものとする。 

 

11 参加申込 

(１) 申込方法 

本プロポーザルへの参加申込は、参加申込書（第３号様式）に必要書類を

添付し、令和８年３月１７日(火)までに持参または郵送にて「16 問合せ・

提出先」に提出するものとする。 

(２) 審査・通知 

参加資格の審査は審査委員会にて行い、審査結果は参加資格審査結果通知

書（第４号様式）にて令和８年３月２６日(木)を目途に郵送で通知する。 

(３) 説明請求 

参加資格が満たないと判断された者は、その理由について令和８年４月 8

日(水)まで説明を求めることができる。 
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12 企画提案書作成方法 

本プロポーザルの企画提案書は別紙「国立市地域包括支援センター休日・時間

外電話相談業務委託プロポーザル企画提案書作成要項」に基づき作成すること。 

 

13 審査方法 

本プロポーザルの審査は審査委員会にて、別紙「国立市地域包括支援センター

休日・時間外電話相談業務委託プロポーザル審査要項」に基づき行う。 

 

14 審査結果 

(１) 通知 

審査結果はプロポーザル審査結果通知書（第５号様式）にて令和８年４月

２２日(水)を目途に郵送で通知する。 

(２) 説明請求 

候補者として選定されなかった参加者は、その理由について令和８年５月

７日(木)まで説明を求めることができる。 

(３) 公表 

候補者決定後、審査結果に関する次に掲げる事項について、市ホームペー

ジにおいて公表する。 

① 件名 

② 業務等の概要 

③ 所管課の名称 

④ 候補者名 

⑤ 参加者名（申込順） 

⑥ 各参加者の評価点及び合計点 

（参加者が特定できないように配慮し、応募が２者の場合は公表しない） 

⑦ 候補者の選定理由（講評等） 

 

15 提出書類の取扱 

(１) 提出書類は返却しない。 

(２) 提出書類は審査に伴う作業等に必要な範囲において複製することがあ

る。 

(３) 提出書類は、国立市情報公開条例（平成１４年１２月国立市条例第３５

号）に基づく情報開示請求があった場合は、原則として開示の対象とする。

ただし、同条例に規定する非開示情報は非開示とする。 
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16 問合せ・提出先 

〒186-8501 国立市富士見台２－４７－１ 

国立市 健康福祉部 高齢者支援課 

地域包括支援センター 担当：岡田 

電 話：０４２－５７６－２１２３（直通） 

メール：houkatsushien@city.kunitachi.lg.jp 

 

17 その他 

(１) 必要経費の負担 

本プローザルの参加に要する費用は、すべて事業者の負担とする。 

(２) 失格条項等 

参加者が次に掲げる事項に該当する場合は失格とする。 

① 企画提案書の提出期限に遅延した場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 審査の公平性を害する行為があった場合 

④ その他審査委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認

める場合  

⑤ 参加資格を有していないことが判明した場合 

(３) その他 

① 提出書類に虚偽の記載をし、本プロポーザルが無効とされた場合、そ

の者に対し国立市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成 7 年９

月国立市訓令（甲）第３７号）による指名停止措置を行う場合がある。 

② 本件に係る令和８年度予算が成立しない場合、市は契約を締結しない

ことができる。また、これにより候補者に損害が生じても、市は賠償の

責任を負わないものとする。 

③ 本要領の解釈について生じた疑義または本要領に定めのない事項に

ついては、市と事業者とが協議して定めるものとする。 


